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広島市告示第４８４号　

令和３年１０月１日　

　次の者を指定代理納付者に指定したので，広島市会計規則（昭

和４３年広島市規則第２３号）第２５条の２第２項の定めるとこ

ろにより，告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定代理納付者の名称，代表者の氏名及び主たる事業所の所

在地

　　名称　ＰａｙＰａｙ株式会社

　　　代表者の氏名　中山　一郎

　　　主たる事業所の所在地　東京都港区虎ノ門４－１－１　神

谷町トラストタワー

　　名称　ＬＩＮＥ　Ｐａｙ株式会社

　　　代表者の氏名　前田　貴司

　　　主たる事業所の所在地　東京都品川区西品川１－１－１

　　　　　　　　　　　　　　住友不動産大崎ガーデンタワー２

２階

２　指定代理納付者に納付させる歳入の種類

　　市税及び県民税並びにこれらに係る延滞金，過少申告加算 

金，不申告加算金，重加算金及び滞納処分費，下水道事業受益

者負担金及び下水道事業分担金並びにこれらに係る延滞金，下

水道使用料

３　指定代理納付者に歳入を納付させる期間

　　令和３年１０月１日から令和６年３月３１日まで



広島市告示第４８５号　

令和３年１０月１日　

　次の者を指定代理納付者に指定したので，広島市会計規則（昭

和４３年広島市規則第２３号）第２５条の２第２項の定めるとこ

ろにより，告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定代理納付者の名称，代表者の氏名及び主たる事業所の所

在地

　　　名称　ビリングシステム株式会社

　　　代表者の氏名　江田　敏彦

　　　主たる事業所の所在地　東京都千代田区内幸町１－１－１

２　指定代理納付者に納付させる歳入の種類

　　市税及び県民税並びにこれらに係る延滞金，過少申告加算 

金，不申告加算金，重加算金及び滞納処分費，国民健康保険料

及び国民健康保険税並びにこれらに係る延滞金，後期高齢者医

療保険料及びこれに係る延滞金，介護保険料及びこれに係る延

滞金，保育料及びこれに係る延滞金，保育園等副食費及びこれ

に係る遅延損害金，母子父子寡婦福祉資金償還金の元利金及び

これらに係る違約金，市営住宅使用料，市営店舗使用料，市営

住宅附設駐車場使用料，下水道事業受益者負担金及び下水道事

業分担金並びにこれらに係る延滞金，下水道使用料

３　指定代理納付者に歳入を納付させる期間

　　令和３年１０月１日から令和６年３月３１日まで



広島市告示第４８６号　

令和３年１０月１日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示しま 

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

２　委託した期間

　　契約締結日から令和４年３月３１日まで



広島市告示第４８７号　

令和３年１０月１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和３年１０月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４８８号　

令和３年１０月１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので，同法第７

名称 住所 代表者

広島県薬業株式会
社

広島市西区商工セン
ター三丁目４番２５号

代表取締役　
村　元亨

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

ＮＰＯ法人く
るみ

訪問介護事業
所くるみ

広島市東区温
品一丁目４番
２０号

訪問介護サービ
ス，生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社コス
モケア・エナ
ジー

デイサービス
エナジー

広島市東区戸
坂出江二丁目
１０番２４号
コーポブルー
メ１階

１日型デイサー
ビス

株 式 会 社 Ｋ
Ｄ．ＳＥＶＥ
Ｎ

フィットネス
デイＹスタ西
原

広島市安佐南
区西原六丁目
２７番８－１
０ １ 号 ア ヴ
ニール五軒屋

１日型デイサー
ビス

社会福祉法人
萌生会

デイサービス
センターあす
なろ

広島県東広島
市西条町吉行
１４５６番

１日型デイサー
ビス

告 示
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８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和３年１０月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４８９号　

令和３年１０月１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で，同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和３年１０月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４９０号　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

ＮＰＯ法人く
るみ

訪問介護事業
所くるみ

広島市東区温
品一丁目４番
２０号

訪問介護

株式会社Ｗｏ
ｒｔｈ’ｉｔ

ＬＡ・ＬＡｃ
ａｒｅ

広島市西区観
音本町一丁目
３ 番 １ ６ 号
カーサ・ワタ
ナベ１Ｆ

訪問介護

株式会社彩縁
舎

エイトケア南
広島市南区段
原南二丁目３
番１１号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

ダイヤホーム
有限会社

ミライこども
ケア訪問看護
リ ハ ビ リ ス
テーション

広島市安佐南
区中筋二丁目
７番１５号ア
ヴァンセ中筋
１０４

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社コス
モケア・エナ
ジー

デイサービス
エナジー

広島市東区戸
坂出江二丁目
１０番２４号
コーポブルー
メ１階

通所介護

株 式 会 社 Ｋ
Ｄ．ＳＥＶＥ
Ｎ

フィットネス
デイＹスタ西
原

広島市安佐南
区西原六丁目
２７番８－１
０ １ 号 ア ヴ
ニール五軒屋

通所介護

社会福祉法人
広島光明学園

特別養護老人
ホーム第二高
陽荘

広島市安佐北
区深川八丁目
３６番７号

短期入所生活介
護

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社彩縁
舎

エイトケアプ
ランセンター
南

広島市南区段
原南二丁目３
番１１号

居宅介護支援

株式会社ｍａ
ｋｏｔｏｎｏ

介護サポート
センターいん
くる

広島市南区西
本浦町１１番
８号

居宅介護支援

株式会社麒麟 かめ在宅支援
広島市安佐北
区落合五丁目
３０番１１号

居宅介護支援

令和３年１０月１日　

　以下の者について，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認をしましたので，同法第５

８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称，提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

　　別紙のとおり

３　確認年月日

　　令和３年１０月１日

別紙　略



広島市告示第４９１号　

令和３年１０月１日　

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第１項第３号の寄附金として，平成２４年１１月２８日付け広

島市告示第５５７号において指定を行った次の者に対する寄附金

について，令和３年１月２１日以後に支出された寄附金について

は当該指定を取り消したので，同条第５項の規定により告示す 

る。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４９２号　

令和３年１０月４日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　エールエールＡ館

　　所在地　広島市南区松原町９番１４

２　大規模小売店舗を設置する者

　　広島駅南口開発株式会社

　　代表取締役社長　若林　健祐

　　広島市南区松原町９番１号

　　ほか３１名

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

名称 所在地 取り消しの理由

特定非営利活
動法人きらめ
き未来塾

東京都新宿区
西新宿六丁目
６番２号

認定特定非営利活動法人の認定
有効期間満了のため（令和３年
１月２０日）
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法人にあっては代表者の氏名

　（変更前）別紙１のとおり

　（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

　　別紙２のとおり

５　届出年月日

　　令和３年９月３０日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年１０月４日から令和４年２月４日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年２月４日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第４９３号　

令和３年１０月５日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ゆめタウン広島

　　所在地　広島市南区皆実町二丁目２２４番７

２　大規模小売店舗を設置する者

　　フロンティア不動産投資法人

　　執行役員　岩藤　孝雄

　　東京都中央区銀座六丁目８番７号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　（変更前）別紙１のとおり

　（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

　　別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

　　令和３年１０月１日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年１０月５日から令和４年２月５日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年２月５日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第４９４号　

令和３年１０月５日　

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第１項第３号の寄附金として，平成３０年４月５日付け広島市

告示第２１２号において指定を行った次の者に対する寄附金につ

いて，令和３年２月１７日以後に支出された寄附金については当

該指定を取り消したので，同条第５項の規定により告示する。

広島市長　　松　井　一　實　



名称 所在地 取り消しの理由

特定非営利活
動法人ひろし
まチャイルド
ライン子ども
ステーション

広島市中区八
丁堀７番１１
号

認定特定非営利活動法人の認定
の有効期間満了のため（令和３
年２月１６日）



―１６―　第１０９８号 令和３年１１月３０日広 島 市 報

広島市告示第４９５号　

令和３年１０月６日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第３

項が準用する同法第５条第３項の規定に基づき，届出を受理した

令和３年９月２日付け広島市告示第４３７号を次のとおり修正し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

（正）

（変更後）

（誤）

（変更後）



広島市告示第４９６号　

令和３年１０月６日　

　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２９条第１項

の規定により広島市八幡東土地区画整理組合から次のとおり新た

な理事の氏名及び住所の届出があったので，同条第２項の規定に

より公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

就任した理事

　氏名　　今村　正俊

　住所　　広島市佐伯区八幡東二丁目２０番３３号

　氏名　　上久保　秀彦

　住所　　広島市佐伯区八幡東三丁目１８番９号

　氏名　　泉田　光昭

　住所　　広島市佐伯区八幡東三丁目１９番２７号

　氏名　　寺川　巧

　住所　　広島市佐伯区海老園二丁目２番１０号

　氏名　　中村　正人

　住所　　広島市西区己斐本町二丁目１６番２０号

　氏名　　平田　政信

　住所　　広島市佐伯区八幡東四丁目２８番４１号

　氏名　　畑田　晃

　住所　　広島市佐伯区八幡東三丁目１３番１号

　氏名　　大西　和彦

　住所　　広島市佐伯区八幡東二丁目３０番２６号



広島市告示第４９７号　

令和３年１０月８日　

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

荷さばき施設№ 荷さばき可能時間帯

　店舗北側角 午前４時～午後５時

　店舗南側中央 午前６時～午後５時

荷さばき施設№ 荷さばき可能時間帯

　店舗北側角 午前４時～午後９時

　店舗南側中央 午前６時～午後９時

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐南区西原四丁目の７４９番，７５０番，７５１番，

７５２番１，７５３番１，７５４番の一部，７６９番２の一部，

７６９番４の一部，７７２番１及び７７２番２

２　開発面積

　　１，７８５．９５㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市安佐南区西原四丁目４番４０号

　　井川　征子

４　検査済証交付年月日

　　令和３年１０月８日



広島市告示第４９８号　

令和３年１０月１２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

ほほえみ診療
所

広島市中区西平
塚町４－１５

平成２９年５
月１日

令和４年８月
３１日

ひらた女性ク
リニック

広島市南区青崎
一丁目２－１４
ＹＭＦＧオール
ヘルスケアタウ
ン４Ｆ

令和３年１０
月１日

令和９年９月
３０日

おりた内科循
環器クリニッ
ク

広島市南区青崎
一丁目２－１４
ＹＭＦＧオール
ヘルスケアタウ
ン３Ｆ

令和３年１０
月１日

令和９年９月
３０日

兵庫内科・肝
臓糖尿病クリ
ニック～Ｌｉ
ｆｅ　Ｃａｒ
ｅ　Ｃｌｉｎ
ｉｃ　Ｈｉｒ
ｏｓｈｉｍａ
～

広島市南区猿猴
橋町６－３４－
１カープロード
クリニックビル
３階

令和３年１０
月１日

令和９年９月
３０日

オール薬局　
青崎店

広島市南区青崎
一丁目２－１４
　１階

令和３年１０
月１日

令和９年９月
３０日

康仁薬局　猿
猴橋店

広島市南区猿猴
橋町６－３４－
１　１階

令和３年１０
月１日

令和９年９月
３０日

くくるこころ
のクリニック

広島市西区井口
四丁目７－１８
－７－４０１

令和３年１０
月１日

令和９年９月
３０日



第１０９８号　―１７―令和３年１１月３０日 広 島 市 報



広島市告示第４９９号　

令和３年１０月１２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第５００号　

令和３年１０月１２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第５０１号　

令和３年１０月１２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項及び

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

ワハハ総合デ
ンタル広島袋
町クリニック

広島市中区袋町
６－４２深井ビ
ル５階

令和３年１月
１日

令和８年１２
月３１日

高陽・くにく
さ訪問看護ス
テーション

広島市安佐北区
落合南一丁目１
１－１６－１０
１

令和３年７月
１日

令和９年６月
３０日

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機

関から指定辞退の届出があったので，生活保護法第５５条の３第

３号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第５０２号　

令和３年１０月１２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第５０３号　

令和３年１０月１２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の

届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定介護機関　略



広島市告示第５０４号　

令和３年１０月１２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定介護機関　略



広島市告示第５０５号　

令和３年１０月１２日　

康仁薬局　井
口店

広島市西区井口
四丁目７－１８
－７　１階

令和３年１０
月１日

令和９年９月
３０日

ウォンツ安古
市薬局

広島市安佐南区
相田一丁目１－
４４

令和３年１０
月１日

令和９年９月
３０日

安芸長束駅前
薬局

広島市安佐南区
長束四丁目１－
１１

令和３年１０
月１日

令和９年９月
３０日

やまの矯正歯
科クリニック

広島市安芸区矢
野西四丁目３－
１１

平成２９年１
０月１日

令和５年９月
３０日

くぼた耳鼻咽
喉 科 ア レ ル
ギー科

広島市佐伯区千
同二丁目１－３
５

令和３年１０
月８日

令和９年１０
月７日

ミント薬局　
はでいし店

広島市佐伯区千
同二丁目１－３
５－１

令和３年１０
月１日

令和９年９月
３０日



―１８―　第１０９８号 令和３年１１月３０日広 島 市 報

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定介護機関　略



広島市告示第５０６号　

令和３年１０月１２日　

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市東区牛田東四丁目の６８０番１の一部及び６８５番１

の一部

２　開発面積

　　１，２００．９７㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市中区舟入町１番１４号

　　有限会社　ラック商事

　　代表取締役　高津　市弘

４　検査済証交付年月日

　　令和３年１０月１２日



広島市告示第５０７号　

令和３年１０月１５日　

　広島市屋外広告物条例に基づく指定地域及び場所に関する告示

（昭和５５年広島市告示第１００号）の一部を次のように改正 

し，令和４年１月４日から施行します。

広島市長　　松　井　一　實　

　第５項の次に次の１項を加える。

　６　条例第４条第１３号の規定によるもの

　　　阿武山（安佐南区八木町・安佐北区安佐町筒瀬の境にまた

がる山）のうち標高３９０ｍを超え，かつ，広島市景観計画

（平成２６年７月４日告示）に定める原爆ドームを望む南北

軸線上の眺望景観の視点場から屋外広告物が展望できる地域



広島市告示第５０８号　

令和３年１０月１５日　

　景観法（平成１６年法律第１１０号）第８条第１項の規定に基

づく広島市景観計画の一部を変更したので，同法第９条第８項に

おいて準用する同条第６項の規定により告示し，当該景観計画の

図書を公衆の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　景観計画の名称

　　広島市景観計画

２　景観計画の区域

　　広島市全域

３　計画の適用開始日

　　令和４年１月４日

４　縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　　　　　　　　　　　　広島市役所都市整備局都市計画課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　　　　　　　　　　　　中区役所建設部建築課

　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　　　　　　　　　　　　東区役所建設部建築課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　　　　　　　　　　　　南区役所建設部建築課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　　　　　　　　　　　西区役所建設部建築課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　　　　　　　　安佐南区役所農林建設部建築課

　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　　　　　　　　安佐北区役所農林建設部建築課

　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　　　　　　　　安芸区役所農林建設部建築課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　　　　　　　　　　　　佐伯区役所農林建設部建築課



広島市告示第５０９号　

令和３年１０月１８日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ハローズ草津新町店

　　所在地　広島市西区草津新町一丁目２０番３ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　ＪＲ西日本プロパティーズ株式会社

　　代表取締役　森　克明

　　東京都港区芝五丁目３４番６号

３　変更事項

　　大規模小売店舗の名称及び所在地　略

４　変更年月日

　　令和３年４月９日

５　届出年月日



第１０９８号　―１９―令和３年１１月３０日 広 島 市 報

　　令和３年１０月１３日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年１０月１８日から令和４年２月１８日まで。ただ

し，広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年２月１８日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第５１０号　

令和３年１０月２０日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和３年１０月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水及び
雨水を排除

安佐南区
長束五丁目及び山本八丁目
の各一部

安佐北区
小河原町及び可部南四丁目
の各一部

佐伯区 海老園二丁目の一部



広島市告示第５１１号　

令和３年１０月２０日　

　公共下水道の終末処理場による下水の処理を，次のとおり開始

するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条第２項に

おいて準用する同条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和３年１０月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別　紙）



広島市告示第５１２号　

令和３年１０月２０日　

　令和３年第４回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　招集日　　　令和３年１０月２７日

２　招集場所　　広島市役所

３　付議事件

　　専決処分の報告について

　　　道路の管理瑕
か

疵
し

等に係る損害賠償額の決定

　　令和２年度広島市各会計歳入歳出決算，令和２年度広島市

水道事業決算，令和２年度広島市下水道事業決算，令和２年

度広島市安芸市民病院事業決算，第１０８号議案　令和２年

度広島市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び

第１０９号議案　令和２年度広島市下水道事業会計未処分利

益剰余金の処分について



広島市告示第５１３号　

下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名

安佐南区

川内二丁目，上安一丁目，
上安二丁目，上安六丁目，
西原八丁目，長束五丁目及
び山本八丁目の各一部 位置：広島市西区扇一

丁目１番１号
名称：広島市西部水資

源再生センター
安佐北区

小河原町，深川七丁目，大
林四丁目，可部一丁目及び
可部南四丁目の各一部

佐伯区
五日市町大字上河内及び海
老園二丁目の各一部

汚水を排除

安佐南区
川内二丁目，上安一丁目，
上安二丁目，上安六丁目及
び西原八丁目の各一部

分流

安佐北区
深川七丁目，大林四丁目及
び可部一丁目の各一部

佐伯区 五日市町大字上河内の一部
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令和３年１０月２０日　

　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項

の規定により，広島市八幡東土地区画整理組合の事業計画の変更

を認可しましたので，同条第４項の規定により次のとおり公告し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　組合の名称

　　広島市八幡東土地区画整理組合

２　事業施行期間

　　平成１１年１２月７日から令和７年３月３１日まで

３　施行地区

　　広島市佐伯区五日市町大字高井字大番，字鷹泊，字雙六，字

早稲田の各一部

　　広島市佐伯区五日市町大字中地字日ノ木，字深山迫，字東畑，

字東田，字八畝田，字百田，字梅王田の各一部

　　広島市佐伯区八幡東一丁目，八幡東三丁目，八幡東四丁目の

各一部

４　事務所の所在地

　　広島市佐伯区八幡東二丁目８番１号

５　設立認可の年月日

　　平成１１年１２月７日

６　変更認可の年月日

　　令和３年１０月２０日



広島市告示第５１４号　

令和３年１０月２５日　

　以下の者について，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認をしましたので，同法第５

８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称，提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

　　別紙のとおり

３　確認年月日

　　令和３年１０月２５日

別紙　略



広島市告示第５１５号　

令和３年１０月２６日　

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき，市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更内容（対象住宅，変更後の家賃）

　　別紙のとおり。

２　変更期間

　　令和３年１１月１日から令和４年３月３１日まで

３　変更理由

　　浴槽・風呂釜設置等

別紙　略



広島市告示第５１６号　

令和３年１０月２６日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第５１７号　

令和３年１０月２６日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第５１８号　

令和３年１０月２６日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フレスポ西風新都

　　所在地　広島市安佐南区伴南四丁目８０１０番６ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　大和リース株式会社

　　　代表取締役社長　北　哲弥

　　　大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号

　　株式会社ホンダ四輪販売西中国

　　　代表取締役　折笠　隆之

　　　広島市南区大州一丁目４番３８号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び
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に法人にあっては代表者の氏名　略

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和３年１０月２２日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年１０月２６日から同年２月２６日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年２月２６日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第５１９号　

令和３年１０月２８日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　エブリイ沼田店

　　所在地　広島市安佐南区伴中央六丁目４４２２番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社エブリイ

　　代表取締役　岡﨑　浩樹

　　広島県福山市南蔵王町一丁目６番１１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗の名称及び所在地　略

４　変更年月日

　　令和３年５月１８日

５　届出年月日

　　令和３年１０月２５日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年１０月２８日から令和４年２月２８日まで。ただ

し，広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年２月２８日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第５２０号　

令和３年１０月２９日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同法第６条第３項が準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ＴＨＥ　ＯＵＴＬＥＴＳ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ

　　所在地　広島市佐伯区石内東四丁目５００番地１２ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　イオンモール株式会社

　　代表取締役　岩村　康次

　　千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

３　変更事項

　　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項



―２２―　第１０９８号 令和３年１１月３０日広 島 市 報

　　　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　（変更前）１０か所

　　　（変更後）１１か所

４　変更年月日

　　令和３年１１月１日

５　届出年月日

　　令和３年１０月２７日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年１０月２９日から令和４年２月２８日まで。ただ

し，広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき，当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告

の日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年２月２８日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第５２１号　

令和３年１０月２９日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第５２２号　

令和３年１０月２９日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出が

あったので，同法第７８条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第５２３号　

令和３年１０月２９日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第５２４号　

令和３年１０月２９日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により，次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので，同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第５２５号　

令和３年１０月２９日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第５２６号　

令和３年１０月２９日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第５２７号　

令和３年１０月２９日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０
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号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第５２８号　

令和３年１０月２９日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第５２９号　

令和３年１０月２９日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの 

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第５３０号　

令和３年１０月２９日　

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

訪 問 看 護 ス
テーションレ
ジハピ

広島市南区四
丁目６－２０－
１０２

令和３年４月
１日

令和９年３月
３１日

ふれあい訪問
看 護 ス テ ー
ション段原

広島市南区段原
山崎三丁目６－
１

令和３年４月
１日

令和９年３月
３１日

ミライこども
ケア訪問看護
リ ハ ビ リ ス
テーション

広島市安佐南区
中筋二丁目７－
１５アヴァンセ
中筋１０４

令和３年１０
月１日

令和９年９月
３０日

ふれあい訪問
看 護 ス テ ー
ション西原

広島市安佐南区
西原八丁目３３
－３

令和２年１月
１日

令和７年１２
月３１日

訪 問 看 護 ス
テーションハ
ピネス

広島市安佐南区
安東六丁目４－
５２－５

令和元年１０
月１日

令和７年９月
３０日

岸本歯科医院
広島市安佐北区
落合一丁目４４
－２

令和３年５月
１日

令和９年４月
３０日

６第１項第３号の寄附金として，平成２１年６月２５日付け広島

市告示第２７９号において指定を行った次の者に対する寄附金に

ついて，令和３年８月８日以後に支出された寄附金については当

該指定を取り消したので，同条第５項の規定により告示する。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第５３１号　

令和３年１０月２９日　

　都市公園の区域を次のとおり変更するので，広島市公園条例 

（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条の２の規定に基づき

告示します。

　その関係図面は，令和３年１０月２９日から同年１１月１２日

まで広島市都市整備局緑化推進部緑政課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

別図　略



広島市告示（中区）第１９４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１９５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１９６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

名称 所在地 取り消しの理由

学校法人古沢
学園

広島市中区中
島町９番１１
号

特定公益増進法人であることの
証明書の有効期間満了のため
（令和３年８月７日）

名称 所在地 変更の期日 区域

中央公園 中区基町
令和３年１０月２９
日

別図のと
おり
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自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１９７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１９８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１９９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２００号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２０１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２０２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ７ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，９月１６日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第２０３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２０４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２０５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２０６号　
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令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ４ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，９月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第２０７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２０８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第６０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第６１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年１０月５日から同月１９日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第６２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年１０月５日から同月１９日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第６３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり変更しました。

　関係図書は，広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更する道路の番号　　第８号

２　変更する道路の年月日　令和３年１０月８日

３　変更する道路の位置　　広島市東区戸坂大上四丁目の２０６

７番８の一部，２０６７番１１の一

部，２０６７番１２の一部，及び２

０６７番１４

４　変更する道路の幅員　　４．００メートル

５　変更する道路の延長　　３１．８１メートル



広島市告示（東区）第６４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東４区
９６号
線

東区牛田早稲田三丁目９１
番地５４７地先から
東区牛田早稲田三丁目９１
番地４７８地先まで

令和３年１０月
５日

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東４区
９６号
線

東区牛田早
稲田三丁目
９１番地５
４７地先か
ら
東区牛田早
稲田三丁目
９１番地４
７８地先ま
で

旧

メートル
5.81
～

12.85

メートル

34.51

新

メートル
6.00
～

14.20

メートル

34.51
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次のとおり　略



広島市告示（東区）第６５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第６６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第６７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年１０月２５日から同年１１月８日ま

で広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第６８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年１０月２５日から同年１１月８日ま

で広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東１区
３４２
号線

東区福田五
丁目１６９
５番地４地
先から
東区福田五
丁目１６９
５番地４地
先まで

旧

メートル
4.10
～

4.50

メートル

22.70

新

メートル
4.10
～

5.20

メートル

22.70



広島市告示（東区）第６９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は，広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第９号

２　指定年月日　　令和３年１０月２９日

３　道路の位置　　広島市東区戸坂大上四丁目の１９９７番１の

一部，１９９７番２の一部及び１９９７番２

地先水路

４　幅員　　　　　４．２０メートル

５　延長　　　　　３３．５７メートル



広島市告示（南区）第１２２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１２３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年１０月５日から同年１０月１９日ま

で南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東１区
３４２
号線

東区福田五丁目１６９５番
地４地先から
東区福田五丁目１６９５番
地４地先まで

令和３年１０月
２５日

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
南４区
２５２
号線

南区北大河
町２４７番
２地先から
南区北大河
町２４７番
５地先まで

旧

メートル
2.16
～

2.46

メートル

26.82

新

メートル
2.93
～

6.93

メートル

26.82

市　道
南４区
２５８

南区北大河
町２４７番
５地先から

旧

メートル
2.26
～

2.52

メートル

22.65



第１０９８号　―２７―令和３年１１月３０日 広 島 市 報



広島市告示（南区）第１２４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年１０月５日から同年１０月１９日ま

で南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１２５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１２６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１２７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ２ 日　

　青崎駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車等について

は，令和３年１０月１１日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない自転車等については，

処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第１２８号　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
南４区
２５２
号線

南区北大河町２４７番２地
先から
南区北大河町２４７番５地
先まで

令和３年１０月
５日

市　道
南４区
２５８
号線

南区北大河町２４７番５地
先から
南区北大河町２４７番６地
先まで

令和３年１０月
５日

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ４ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき，一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地

を認定しました。

　この関係図書は，広島市南区役所建設部建築課において，一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１．認定番号及び認定年月日

　　第Ｒ０３認定通知広島市建３０００２号　令和３年１０月１

４日

２．認定区域の場所

　　広島市南区霞一丁目２番１の一部



広島市告示（南区）第１２９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１３０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１３１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１３２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１３３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日　

　青崎駐輪場及び天神川駅南駐輪場に，長期間駐車されていた下

号線 南区北大河
町２４７番
６地先まで

新

メートル
2.93
～

3.22

メートル

22.65



―２８―　第１０９８号 令和３年１１月３０日広 島 市 報

記の自転車等については，令和３年１０月２１日に広島市西部自

転車等保管所へ移動したので，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない自転車等については，

処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第１３４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１３５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　広島駅南口第三Ａ駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転

車等については，令和３年１０月２７日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（西区）第８７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第８８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第８９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第９０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第９１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第９２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第９３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安佐南区）第９０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ４ 日　

　令和３年第３回緑井財産区議会定例会を次のとおり招集します。



第１０９８号　―２９―令和３年１１月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實　

招集日時　令和３年１０月１５日（金）午後４時

招集場所　安佐南区役所　３階第四会議室

議事日程　日程第１　仮議席の指定について

　　　　　日程第２　議長の選出について

　　　　　日程第３　副議長の選出について

　　　　　日程第４　議席の指定について

　　　　　日程第５　会期の決定について

　　　　　日程第６　（第３号議案）令和２年度緑井財産区会計

歳入歳出決算の認定について



広島市告示（安佐南区）第９１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　　　　　　　　第１３号

２　指定年月日　　　　　　　　　令和３年１０月５日

３　指定する道路の位置　　　　　広島市安佐南区東野三丁目８

４６番７の一部

４　指定する道路の幅員及び延長　幅員　４．２０ｍ～４．５０ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　延長　３１．７３ｍ



広島市告示（安佐南区）第９２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　　　　　　　　第１４号

２　指定年月日　　　　　　　　　令和３年１０月５日

３　指定する道路の位置　　　　　広島市安佐南区東野二丁目の

５３３番４の一部，５３５番

２の一部及び５３６番１の一

部

４　指定する道路の幅員及び延長　幅員　４．０１ｍ～４．０２ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　延長　３５．８７ｍ



広島市告示（安佐南区）第９３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ １ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　廃止番号　　　　　　　　　　第１５号

２　廃止年月日　　　　　　　　　令和３年１０月１１日

３　廃止する道路の位置　　　　　広島市安佐南区西原八丁目の

３２７番４，３２８番２の一

部及び３２８番３

４　廃止する道路の幅員及び延長　幅員　４．００ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　延長　３０．３０ｍ



広島市告示（安佐南区）第９４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として，下記のとおり認可しました。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　名　称　　　　　　グリーンヒル大原町内会

２　規約に定める目的　本会は，会員相互の友好親睦と生活及び

文化の向上を図り，平和で明るい地域社

会をつくることを目的とする。

３　区　域　　　　　　広島市安佐南区伴東七丁目２４番３５号

から４９号，２５番３４号から５６号，

４１番から５２番，５３番４号から２２

号までの地番で示す区域

４　事務所　　　　　　広島市安佐南区伴東七丁目４４番２０号

５　代表者の氏名住所　氏　名　大中　亮宏

　　　　　　　　　　　住　所　広島市安佐南区伴東七丁目４４

番２０号

６　裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行

者の選任の有無

　　　　　　　　　　　無

７　代理人の有無　　　無

８　解散の事由　　　　無

９　認可年月日　　　　令和３年１０月１５日



広島市告示（安佐南区）第９５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については，令和３年１０月１

２日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第９６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日　



―３０―　第１０９８号 令和３年１１月３０日広 島 市 報

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

　その関係図面は，令和３年１０月２０日から同年１１月３日ま

で，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第９７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については，令和３年１０月２

７日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第８７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ８ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に，長期間駐車されていた別紙の自転

車等については，９月２７日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第８８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により，９月２７日に別紙

のとおり自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第８９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日　

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年１０月２０日から同年１１月２日ま

で安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

不認定
道路

緑井五丁目乙１４
７７番

広島市安佐南区緑井五丁目乙１４
７７番

里　道
安佐南１区７３６
号里道

広島市安佐南区緑井五丁目乙１４
７７番地先から乙１４７７番地先
まで

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第９０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年１０月２０日から同年１１月２日ま

で安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第９１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日　

　令和３年第２回小河内財産区議会定例会を次のとおり招集しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　招集日時　　令和３年１１月４日（木）　午後３時００分

２　招集場所　　広島市安佐北区安佐町大字小河内４５７９番地

３

　　　　　　　　安佐小河内集会所



広島市告示（安佐北区）第９２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日　

　令和３年第２回高南財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　招集日時　　令和３年１１月４日（木）　午前９時００分

２　招集場所　　広島市安佐北区白木町大字秋山２３９１番地４

　　　　　　　　白木公民館



広島市告示（安芸区）第１００号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市　道

安佐北
３区９
９４号
線

安佐北区可
部東五丁目
４７番地２
地先から
安佐北区可
部東五丁目
４７番地１
地先まで

旧
5.00
～

10.60

14.50

新
10.80

～
19.80

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
３区９
９４号
線

安佐北区可部東五丁目１４
２番地２地先から
安佐北区可部五丁目４７番
地１地先まで

令和３年１０月
２０日



第１０９８号　―３１―令和３年１１月３０日 広 島 市 報

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，安芸区役所市民部中野出張所区出納員

の事務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部中野出張所　　主事　神田　理沙（畑賀連

絡所）

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（連絡所の所管事務に係るものに限 

る）の収納

３　委任年月日

　　令和３年１０月２日

４　委任期間

　　令和３年１０月２日から令和４年３月３１日まで



広島市告示（安芸区）第１０１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，安芸区役所市民部中野出張所区出納員

の事務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部中野出張所　　主事　神田　理沙

２　委任させた事務

　　広島市会計規則別表３に定める取扱い事務に係る収納金の収

納

　　広島市下水道事業財務会計規則別表４に定める取扱い事務に

係る収納金の収納

３　委任年月日

　　令和３年１０月２日

４　委任期間

　　令和３年１０月２日から令和４年３月３１日まで



広島市告示（安芸区）第１０２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，安芸区役所市民部中野出張所区出納員

の事務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部中野出張所　　事務補助員（会計年度任用

職員）田口　美智子（畑賀連絡所）

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（連絡所の所管事務に係るものに限 

る）の収納

３　委任年月日

　　令和３年１０月１日

４　委任期間

　　令和３年１０月１日から同年１２月３１日まで



広島市告示（安芸区）第１０３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（安芸区）第１０４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（安芸区）第１０５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ２ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた自転車等 

は，広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（安芸区）第１０６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年１０月１８日から同年１１月１日ま

で広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま



―３２―　第１０９８号 令和３年１１月３０日広 島 市 報

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第１２０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ４ 日　

　　　行旅死亡人

　本籍・住所・氏名不詳，推定年齢５０～６０歳代の男性，身長

１６４㎝，体重推定８０キロ程度，小太り，白髪交じり短髪，丸

顔，茶色チェック柄半袖シャツ，黒色半袖Ｔシャツ，ジーパン，

黒色革ベルト，黒色トランクス，黒色スニーカー（スポルディン

グ），黒色５本指ソックス。

　上記の者は，令和３年８月１３日午後９時頃広島県広島市佐伯

区五日市一丁目８番２９号メゾンフォーレストⅡ西側敷地内で発

見され，令和３年８月１３日午後９時４３分広島県廿日市市地御

前一丁目３番３号廣島総合病院で死亡が確認されたもので，身元

不明のため火葬に付し，遺骨は保管してあります。心当たりの方

は，当市佐伯区役所厚生部生活課まで申し出てください。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第１２１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ４ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和３年９月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１２２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略

道路の
種類

路線名 供用開始区間 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区２２
６号線

安芸区瀬野南一丁
目５４２番地４地
先から
安芸区瀬野一丁目
９８３番地２地先
まで

メートル

4.20
～

19.90

メートル

86.20



広島市告示（佐伯区）第１２３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ５ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車揚内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和３年１０月１日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１２４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１２５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき，一定の複数建築物に対する特例を下記の一団地

について認定しました。

　この関係図書は，広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　一団地の名称

　　　　広電楽々園

２　一団地の区域

　　　　広島市佐伯区楽々園四丁目４４４－１，４４４－８，４

４４－９，４４４－１０

３　認定番号

　　　　第Ｒ０３認定通知広島市建００００２号

４　認定年月日

　　　　令和３年１０月８日



広島市告示（佐伯区）第１２６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。



第１０９８号　―３３―令和３年１１月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１２７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１２８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１２９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和３年１０月２２日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略

広島市南区告示第４号　

令和３年１０月１８日　

　下記の者について，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）

第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので，同条第４項

の規定により公示する。

広島市南区長　　西　本　和　弘　

区 告 示

氏名 住民票の住所 職権処理の内容

大前　良彦
広島県広島市南区霞二丁目３
番２６－１０２号

消除

広島市議会規則第２号　

令和３年９月２８日　

　広島市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市議会議長　　佐々木　壽　吉　

　　　広島市議会会議規則の一部を改正する規則

　広島市議会会議規則（昭和３１年広島市議会規則第１号）の一

部を次のように改正する。

　別表政策立案検討会議の項の次に次のように加える。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

広島市中区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ６ 日　

　令和３年９月１日付け広島市中区選挙管理委員会告示第１５号

で告示した，選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を変更し，

次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和３年１０月７日から同年１１月１４日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは，令和３

年１１月１５日から行う。



広島市中区選挙管理委員会告示第１７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　令和３年１０月３１日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

におけるポスター掲示場を，公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１４４条の２第１項の規定により，別紙のとおり設置し

ました。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より，別紙の場所に設けます。

平和推進会
議

議会による平和の
推進に関する活動
に関し協議又は調
整を行うこと。

議長，副議長及
び各会派の幹事
長

議長

区 選 管 告 示

市 議 会 規 則



―３４―　第１０９８号 令和３年１１月３０日広 島 市 報

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により，次のとおり設けます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　



広島市中区選挙管理委員会告示第２０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙において，在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指

定期日前投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４９条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８

条の２第１項の規定により，次のとおり指定します。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　



広島市中区選挙管理委員会告示第２１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令 

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，別紙

のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

別紙　略

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市中区役所
３階　第６会議室

広島市中区国泰寺町
一丁目４番２１号

令和３年１０月２０
日から
同年同月３０日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和３年１０月２８
日から
同年同月３０日まで
午前１０時から午後
８時

指定期日前投票所
開設場所

所在地

広島市中区役所
３階　第６会議室

広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号



広島市中区選挙管理委員会告示第２２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，

別紙のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第２３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項

の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

１　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　　　　　広島市中区役所　２階　第１会議室

２　日　時　　令和３年１０月１９日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法第８６条第８項の規定による届出があった

場合は，次のとおり改めて行う。

　　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　　　　　　広島市中区役所　２階　第１会議室

　　日　時　　令和３年１０月２８日　午後６時１０分



広島市中区選挙管理委員会告示第２４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における開票の

場所及び日時を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により，次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

１　場　所　　広島市中区大手町四丁目４番４号

　　　　　　　広島市立広島みらい創生高等学校　２階　体育館

２　日　時　　令和３年１０月３１日　午後９時２０分開始



広島市中区選挙管理委員会告示第２５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により，次のとおり選任



第１０９８号　―３５―令和３年１１月３０日 広 島 市 報

しました。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

次のとおり　略



広島市中区選挙管理委員会告示第２６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける開票に関し，候補者から届出のあった開票立会人となるべき

者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体

に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行

う場所及び日時を，次のとおり定める。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき，及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　　　　　　広島市中区役所　２階　第１会議室

　　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時５０分

２　前項により開票立会人が定まった後，同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市中区大手町四丁目４番４号

　　　　　　　　広島市立広島みらい創生高等学校　２階　体育

館

　　日　時　　令和３年１０月３１日　午後８時３０分



広島市中区選挙管理委員会告示第２７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける開票に関し，名簿届出政党等から届出のあった開票立会人と

なるべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を，

次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

１　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　　　　　広島市中区役所　２階　第１会議室

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後６時



広島市中区選挙管理委員会告示第２８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の最高裁判所裁判官国民審査におけ

る審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を，最高裁判

所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第５２条の規

定により，次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

　掲示を行う場所　　各投票所の入口



広島市中区選挙管理委員会告示第２９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日　

　令和３年１１月１４日執行予定の広島県知事選挙におけるポス

ター掲示場を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４

４条の２第１項の規定により，別紙のとおり設置しました。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第３０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における投票所

を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より，別紙の場所に設けます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第３１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における期日前投

票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２

第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定に

より，次のとおり設けます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　



広島市中区選挙管理委員会告示第３２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における各投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令 

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市中区役所
３階　第６会議室

広島市中区国泰寺町
一丁目４番２１号

令和３年１０月２９
日から
同年１１月１３日ま
で

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和３年１１月１１
日から
同年同月１３日まで
午前１０時から午後
８時
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（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，別紙

のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第３３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における期日前投

票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法 

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，

別紙のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第３４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規定による

投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行

う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

１　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　　　　　広島市中区役所　２階　第１会議室

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法第８６条の４第６項の規定による届出が

あった場合は，次のとおり改めて行う。

　　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　　　　　　広島市中区役所　２階　第１会議室

　　日　時　　令和３年１１月１１日　午後５時５０分



広島市中区選挙管理委員会告示第３５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票の場

所及び日時を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６３

条及び第６５条の規定により，次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

１　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　　　　　広島市役所本庁舎　２階　講堂

２　日　時　　令和３年１１月１４日　午後９時２０分開始



広島市中区選挙管理委員会告示第３６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票管理

者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２５年法律

第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年

政令第８９号）第６７条第１項の規定により，次のとおり選任し

ました。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

次のとおり　略



広島市中区選挙管理委員会告示第３７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票に関

し，候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補

者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行う場所及び日

時を，次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき，及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　　　　　　広島市中区役所　２階　第１会議室

　　日　時　　令和３年１１月１１日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後，同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　　　　　　広島市役所本庁舎　２階　講堂

　　日　時　　令和３年１１月１４日　午後８時３０分



広島市東区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ６ 日　

　令和３年９月１日付け広島市東区選挙管理委員会告示第１５号

で告示した，選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を変更し，

次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和３年１０月７日から同年１１月１４日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは，令和３

年１１月１５日から行う。



広島市東区選挙管理委員会告示第１７号　
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令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　令和３年１０月３１日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

におけるポスター掲示場を，公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１４４条の２第１項の規定により，別紙のとおり設置し

ました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より，別紙の場所に設けます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により，次のとおり設けます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　



広島市東区選挙管理委員会告示第２０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙において，在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指

定期日前投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４９条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市東区役所３
階
第４・第５会議室

広島市東区東蟹屋町
９番３８号

令和３年１０月２０
日から
同年１０月３０日ま
で

広島市東区役所
温品出張所

広島市東区温品五丁
目１番１８号

令和３年１０月２０
日から
同年１０月３０日ま
で

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和３年１０月２８
日から
同年１０月３０日ま
で
午前１０時から午後
８時

条の２第１項の規定により，次のとおり指定します。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　



広島市東区選挙管理委員会告示第２１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令 

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，別紙

のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第２２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，

別紙のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第２３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項

の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　場　所　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　　　　　広島市東区役所　５階　研修室

２　日　時　　令和３年１０月１９日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法第８６条第８項の規定による届出があった

場合は，次のとおり改めてくじを行う。

１　場　所　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

指定期日前投票所
開設場所

所在地

広島市東区役所
３階　第４・第５会議
室

広島市東区東蟹屋町９番３８号
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　　　　　　　広島市東区役所　５階　研修室

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後６時１０分



広島市東区選挙管理委員会告示第２４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における開票の

場所及び日時を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により，次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　場　所　　広島市東区光町二丁目１５番８号

　　　　　　　広島市立二葉中学校　体育館

２　日　時　　令和３年１０月３１日　午後９時２０分開始



広島市東区選挙管理委員会告示第２５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により，次のとおり選任

しました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

次のとおり　略



広島市東区選挙管理委員会告示第２６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける開票に関し，候補者から届出のあった開票立会人となるべき

者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体

に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行

う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき，及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　　　　　　広島市東区役所　５階　研修室

　　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時４０分

２　前項により開票立会人が定まった後，同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市東区光町二丁目１５番８号

　　　　　　　　広島市立二葉中学校　体育館

　　日　時　　令和３年１０月３１日　午後８時３０分



広島市東区選挙管理委員会告示第２７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける開票に関し，名簿届出政党等から届出のあった開票立会人と

なるべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を，

次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　場　所　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　　　　　広島市東区役所　５階　研修室

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時５０分



広島市東区選挙管理委員会告示第２８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の最高裁判所裁判官国民審査におけ

る審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を，最高裁判

所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第５２条の規

定により，次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

　掲示を行う場所　　各投票所の入口



広島市東区選挙管理委員会告示第２９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における広島市

東区役所期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任

に伴い，新たに選任する必要が生じたため，公職選挙法施行令 

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，別紙

のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第３０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日　

　令和３年１１月１４日執行予定の広島県知事選挙におけるポス

ター掲示場を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４

４条の２第１項の規定により，別紙のとおり設置しました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第３１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　
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　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における投票所

を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より，別紙の場所に設けます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第３２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における期日前投

票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２

第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定に

より，次のとおり設けます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　



広島市東区選挙管理委員会告示第３３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における投票区の

投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２

５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令（昭

和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，別紙のと

おり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第３４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における期日前投

票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法 

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市東区役所３
階
第４・第５会議室

広島市東区東蟹屋町
９番３８号

令和３年１０月２９
日から
同年１１月１３日ま
で

広島市東区役所
温品出張所

広島市東区温品五丁
目１番１８号

令和３年１０月２９
日から
同年１１月１３日ま
で

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和３年１１月１１
日から
同年１１月１３日ま
で
午前１０時から午後
８時

別紙のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第３５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規定による

投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行

う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　場　所　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　　　　　広島市東区役所　５階　研修室

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法第８６条の４第６項の規定による届出が

あった場合は，次のとおり改めてくじを行う。

１　場　所　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　　　　　広島市東区役所　５階　研修室

２　日　時　　令和３年１１月１１日　午後５時５０分



広島市東区選挙管理委員会告示第３６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票の場

所及び日時を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６３

条及び第６５条の規定により，次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　場　所　　広島市東区光町二丁目１５番８号

　　　　　　　広島市立二葉中学校　体育館

２　日　時　　令和３年１１月１４日　午後９時２０分開始



広島市東区選挙管理委員会告示第３７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票管理

者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２５年法律

第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年

政令第８９号）第６７条第１項の規定により，次のとおり選任し

ました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

次のとおり　略



広島市東区選挙管理委員会告示第３８号　
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令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票に関

し，候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補

者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行う場所及び日

時を，次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき，及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　　　　　　広島市東区役所　５階　研修室

　　日　時　　令和３年１１月１１日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後，同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市東区光町二丁目１５番８号

　　　　　　　　広島市立二葉中学校　体育館

　　日　時　　令和３年１１月１４日　午後８時３０分



広島市南区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ６ 日　

　令和３年９月１日付け広島市南区選挙管理委員会告示第１８号

で告示した，選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を変更し，

次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和３年１０月７日から同年１１月１４日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは，令和３

年１１月１５日から行う。



広島市南区選挙管理委員会告示第２０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　令和３年１０月３１日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

におけるポスター掲示場を，公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１４４条の２第１項の規定により，別紙のとおり設置し

ました。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第２１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より，別紙の場所に設けます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第２２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により，次のとおり設けます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　



広島市南区選挙管理委員会告示第２３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙において，在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指

定期日前投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４９条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８

条の２第１項の規定により，次のとおり指定します。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　



広島市南区選挙管理委員会告示第２４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票所

の開閉時刻を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４０

条第１項ただし書の規定により，次のとおりそれぞれ繰り上げま

す。

広島市南区選挙管理委員会　

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市南区役所４
階
４－１，４－２，
４－３会議室

広島市南区皆実町一
丁目５番４４号

令和３年１０月２０
日から
同月３０日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和３年１０月２８
日から
同月３０日まで
午前１０時から午後
８時まで

指定期日前投票所
開設場所

所在地

広島市南区役所４階
４－１，４－２，４－
３会議室

広島市南区皆実町一丁目５番４４号
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委員長　　今　井　　　光　

１　投票所の開閉時刻を繰り上げる投票区

２　投票所を閉じる時刻を繰り上げる投票区



広島市南区選挙管理委員会告示第２５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令 

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，別紙

のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第２６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，

別紙のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第２７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項

の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

１　場　所　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　　　　　広島市南区役所　２階　２－２会議室

２　日　時　　令和３年１０月１９日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法第８６条第８項の規定による届出があった

場合は，次のとおり改めて行う。

　　場　所　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

投票区名 投票所施設名
投票所を
開く時刻

投票所を
閉じる時刻

似島 似島集会所 午前６時００分 午後６時００分

投票区名 投票所施設名 投票所を閉じる時刻

金輪 金輪島集会所 午後６時００分

　　　　　　　　広島市南区役所　２階　２－２会議室

　　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時５０分



広島市南区選挙管理委員会告示第２８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における開票の

場所及び日時を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により，次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

１　場　所　　広島市南区東本浦町１番１８号

　　　　　　　広島市立広島工業高等学校　体育館

２　日　時　　令和３年１０月３１日　午後９時２０分開始



広島市南区選挙管理委員会告示第２９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により，次のとおり選任

しました。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

次のとおり　略



広島市南区選挙管理委員会告示第３０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける開票に関し，候補者から届出のあった開票立会人となるべき

者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体

に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行

う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき，及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　　　　　　広島市南区役所　２階　２－２会議室

　　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時３０分

２　前項により開票立会人が定まった後，同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市南区東本浦町１番１８号

　　　　　　　　広島市立広島工業高等学校　体育館

　　日　時　　令和３年１０月３１日　午後８時３０分
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広島市南区選挙管理委員会告示第３１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける開票に関し，名簿届出政党等から届出のあった開票立会人と

なるべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を，

次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

１　場　所　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　　　　　広島市南区役所　２階　２－２会議室

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時４０分



広島市南区選挙管理委員会告示第３２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の最高裁判所裁判官国民審査におけ

る審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を，最高裁判

所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第５２条の規

定により，次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

　掲示を行う場所　　各投票所の入口



広島市南区選挙管理委員会告示第３３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日　

　令和３年１１月１４日執行予定の広島県知事選挙におけるポス

ター掲示場を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４

４条の２第１項の規定により，別紙のとおり設置しました。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第３４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における投票所

を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より，別紙の場所に設けます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第３５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における期日前投票

所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２第

６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定によ

り，次のとおり設けます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　



広島市南区選挙管理委員会告示第３６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における投票所の

開閉時刻を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４０条

第１項ただし書の規定により，次のとおりそれぞれ繰り上げま 

す。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

１　投票所の開閉時刻を繰り上げる投票区

２　投票所を閉じる時刻を繰り上げる投票区



広島市南区選挙管理委員会告示第３７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における投票区の

投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２

５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令（昭

和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，別紙のと

おり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第３８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における期日前投

票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法 

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市南区役所４
階
４－１，４－２，
４－３会議室

広島市南区皆実町一
丁目５番４４号

令和３年１０月２９
日から
同年１１月１３日ま
で

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和３年１１月１１
日から
同月１３日まで
午前１０時から午後
８時まで

投票区名 投票所施設名
投票所を
開く時刻

投票所を
閉じる時刻

似島 似島集会所 午前６時００分 午後６時００分

投票区名 投票所施設名 投票所を閉じる時刻

金輪 金輪島集会所 午後６時００分
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（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，

別紙のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第３９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規定による

投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行

う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

１　場　所　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　　　　　広島市南区役所　２階　２－２会議室

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法第８６条の４第６項の規定による届出が

あった場合は，次のとおり改めて行う。

　　場　所　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　　　　　　広島市南区役所　３階　３－１会議室

　　日　時　　令和３年１１月１１日　午後５時３０分



広島市南区選挙管理委員会告示第４０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票の場

所及び日時を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６３

条及び第６５条の規定により，次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

１　場　所　　広島市南区東本浦町１番１８号

　　　　　　　広島市立広島工業高等学校　体育館

２　日　時　　令和３年１１月１４日　午後９時２０分開始



広島市南区選挙管理委員会告示第４１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票管理

者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２５年法律

第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年

政令第８９号）第６７条第１項の規定により，次のとおり選任し

ました。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

次のとおり　略



広島市南区選挙管理委員会告示第４２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票に関

し，候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補

者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行う場所及び日

時を，次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき，及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　　　　　　広島市南区役所　３階　３－１会議室

　　日　時　　令和３年１１月１１日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後，同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市南区東本浦町１番１８号

　　　　　　　　広島市立広島工業高等学校　体育館

　　日　時　　令和３年１１月１４日　午後８時３０分



広島市南区選挙管理委員会告示第４３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い，新たに

選任する必要が生じたため，公職選挙法施行令（昭和２５年政令

第８９号）第２４条第１項の規定により，次のとおり選任しまし 

た。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

次のとおり　略



広島市西区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ６ 日　

　令和３年９月１日付け広島市西区選挙管理委員会告示第１５号

で告示した，選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を変更し，

次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和３年１０月７日から同年１１月１４日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは，令和３

年１１月１５日から行う。
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広島市西区選挙管理委員会告示第１７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　令和３年１０月３１日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

におけるポスター掲示場を，公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１４４条の２第１項の規定により，別紙のとおり設置し

ました。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の最高裁判所裁判官国民審査におけ

る審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を，最高裁判

所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第５２条の規

定により，次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

　掲示を行う場所　　別紙のとおり

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より，別紙の場所に設けます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第２０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により，次のとおり設けます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　



広島市西区選挙管理委員会告示第２１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙において，在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指

定期日前投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４９条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８

条の２第１項の規定により，次のとおり指定します。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　



広島市西区選挙管理委員会告示第２２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令 

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，別紙

のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第２３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，

別紙のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第２４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項

の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定

期日前投票所
開設場所

所在地

広島市西区役所
２階　第１会議室

広島市西区福島町二丁目２番１号

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市西区役所
２階　第１会議室

広島市西区福島町二
丁目２番１号

令和３年１０月２０
日から
同年１０月３０日ま
で

令和３年１０月２８
日から

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

同年１０月３０日ま
で
午前１０時から午後
８時
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めるくじを行う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　場　所　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　　　　広島市西区役所　４階　研修室

２　日　時　　令和３年１０月１９日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法第８６条第８項の規定による届出があった

場合は，次のとおり改めて行います。

　　場　所　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　　　　　広島市西区役所　４階　研修室

　　日　時　　令和３年１０月２８日　午後６時２０分



広島市西区選挙管理委員会告示第２５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における開票の

場所及び日時を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により，次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　場　所　　広島市西区中広町三丁目１番４１号

　　　　　　　広島市立中広中学校　体育館

２　日　時　　令和３年１０月３１日　午後９時２０分開始



広島市西区選挙管理委員会告示第２６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により，下記のとおり選

任しました。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

下記　略



広島市西区選挙管理委員会告示第２７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける開票に関し，候補者から届出のあった開票立会人となるべき

者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体

に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行

う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき，及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　　　　　広島市西区役所　４階　研修室

　　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時５０分

２　前項により開票立会人が定まった後，同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市西区中広町三丁目１番４１号

　　　　　　　　広島市立中広中学校　体育館

　　日　時　　令和３年１０月３１日　午後８時３０分



広島市西区選挙管理委員会告示第２８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける開票に関し，名簿届出政党等から届出のあった開票立会人と

なるべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を，

次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

　　場　所　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　　　　　広島市西区役所　４階　研修室

　　日　時　　令和３年１０月２８日　午後６時



広島市西区選挙管理委員会告示第２９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日　

　令和３年１１月１４日執行予定の広島県知事選挙におけるポス

ター掲示場を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４

４条の２第１項の規定により，別紙のとおり設置しました。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第３０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における投票所

を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より，別紙の場所に設けます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第３１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における期日前投

票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２

第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定に
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より，次のとおり設けます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　



広島市西区選挙管理委員会告示第３２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における投票区の

投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２

５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令（昭

和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，別紙のと

おり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第３３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における期日前投

票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法 

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，

別紙のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第３４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規定による

投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行

う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　場　所　　広島市西区福島町二丁目２番１号

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市西区役所
２階　第１会議室

広島市西区福島町二
丁目２番１号

令和３年１０月２９
日から
同年１１月１３日ま
で

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和３年１１月１１
日から
同年１１月１３日ま
で
午前１０時から午後
８時

　　　　　　　広島市西区役所　４階　研修室

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法第８６条の４第６項の規定による届出が

あった場合は，次のとおり改めて行います。

　　場　所　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　　　　　広島市西区役所　４階　研修室

　　日　時　　令和３年１１月１１日　午後５時５０分



広島市西区選挙管理委員会告示第３５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票の場

所及び日時を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６３

条及び第６５条の規定により，次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　場　所　　広島市西区庚午中四丁目１２番４８号

　　　　　　　広島市立庚午中学校　体育館

２　日　時　　令和３年１１月１４日　午後９時２０分開始



広島市西区選挙管理委員会告示第３６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票管理

者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２５年法律

第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年

政令第８９号）第６７条第１項の規定により，下記のとおり選任

しました。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

下記　略



広島市西区選挙管理委員会告示第３７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙におげる開票に関

し，候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補

者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行う場所及び日

時を，次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき，及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　　　　　広島市西区役所　４階　研修室

　　日　時　　令和３年１１月１１日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後，同一の政党その他の政
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治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市西区庚午中四丁目１２番４８号

　　　　　　　　広島市立庚午中学校　体育館

　　日　時　　令和３年１１月１４日　午後８時３０分



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第２６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ６ 日　

　令和３年９月１日付け広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１

４号で告示した，選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を変更

し，次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和３年１０月７日から同年１１月１４日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは，令和３

年１１月１５日から行う。



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第２７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　令和３年１０月３１日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

におけるポスター掲示場を，公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１４４条の２第１項の規定により，別紙のとおり設置し

ました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第２８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１８９条の規定に

基づき提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の

要旨を，同法第１９２条第１項の規定により，別紙のとおり公表

します。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別　紙

　　　公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１　選挙の種類

　　令和３年９月１４日執行　緑井財産区議会議員一般選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限

額（法定選挙運動費用額）

　　３，０５０，１００円

３　報告書の要旨

　①　候補者氏名等

　②　期　　間

　　　各候補者とも，９月９日から９月１４日まで

　③　収人及び支出の額

　　　各候補者とも０円

　④　報告書受理年月日

　　　令和３年９月１５日



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第２９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より，別紙の場所に設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第３０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により，次のとおり設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市安佐南区役
所
１階　第２会議室

広島市安佐南区古市
一丁目３３番１４号

令和３年１０月２０
日から
令和３年１０月３０
日まで

広島市安佐南区役
所
佐東出張所

広島市安佐南区緑井
六丁目２９番２８号

令和３年１０月２０
日から
令和３年１０月３０
日まで

広島市安佐南区役
所 広島市安佐南区園

令和３年１０月２０
日から

住所 所属党派 氏名

広島市安佐南区緑井八丁目１０番２
９号

無所属 植竹　正彦

広島市安佐南区緑井五丁目１９番１
８号

無所属 鋒田　德生

広島市安佐南区緑井三丁目１８番９
号

無所属 岩原　見

広島市安佐南区緑井三丁目３１番２
４号

無所属 東　貴治

広島市安佐南区緑井八丁目３４番２
号

無所属 谷本　勉

広島市安佐南区緑井七丁目１７番１
２号

無所属 保田　典之

広島市安佐南区緑井五丁目４番４６
号

無所属 東　孝夫
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第３１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙において，在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指

定期日前投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４９条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８

条の２第１項の規定により，次のとおり指定します。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第３２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令 

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，別紙

のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第３３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，

別紙のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



指定期日前投票所
開設場所

所在地

広島市安佐南区役所
１階　第２会議室

広島市安佐南区古市一丁目３３番１４
号

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第３４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項

の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　広島市安佐南区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和３年１０月１９日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法第８６条第８項の規定による届出があった

場合は，次のとおり改めて行う。

　　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　　広島市安佐南区役所　４階　講堂

　　日　時　　令和３年１０月２８日　午後６時１０分



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第３５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における開票の

場所及び日時を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により，次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　場　所　　広島市安佐南区伴東六丁目１番１号

　　　　　　　広島市立沼田高等学校　体育館

２　日　時　　令和３年１０月３１日　午後９時２０分開始



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第３６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により，次のとおり選任

しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

次のとおり　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第３７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

げる開票に関し，候補者から届出のあった開票立会人となるべき

者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体

に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行

う場所及び日時を，次のとおり定めます。

園出張所 二丁目４８番７号 令和３年１０月３０
日まで

広島市安佐南区役
所
沼田出張所

広島市安佐南区伴東
七丁目６４番８号

令和３年１０月２０
日から
令和３年１０月３０
日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和３年１０月２８
日から
同年同月３０日まで
午前１０時から午後
８時
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広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき，及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　　広島市安佐南区役所　４階　講堂

　　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時５０分

２　前項により開票立会人が定まった後，同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市安佐南区伴東六丁目１番１号

　　　　　　　　広島市立沼田高等学校　体育館

　　日　時　　令和３年１０月３１日　午後８時３０分



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第３８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける開票に関し，名簿届出政党等から届出のあった開票立会人と

なるべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を，

次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　広島市安佐南区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後６時００分



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第３９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の最高裁判所裁判官国民審査におけ

る審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を，最高裁判

所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第５２条の規

定により，別紙のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第４０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日　

　令和３年１１月１４日執行予定の広島県知事選挙におけるポス

ター掲示場を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４

４条の２第１項の規定により，別紙のとおり設置しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第４１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における期日前投

票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２

第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定に

より，次のとおり設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第４２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における期日前投

票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法 

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，

別紙のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第４３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規定による

投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行

う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市安佐南区役
所
１階　第２会議室

広島市安佐南区古市
一丁目３３番１４号

令和３年１０月２９
日から
令和３年１１月１３
日まで

広島市安佐南区役
所
佐東出張所

広島市安佐南区緑井
六丁目２９番２８号

令和３年１０月２９
日から
令和３年１１月１３
日まで

広島市安佐南区役
所
園出張所

広島市安佐南区園
二丁目４８番７号

令和３年１０月２９
日から
令和３年１１月１３
日まで

広島市安佐南区役
所
沼田出張所

広島市安佐南区伴東
七丁目６４番８号

令和３年１０月２９
日から
令和３年１１月１３
日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和３年１１月１１
日から
同年１１月１３日ま
で
午前１０時から午後
８時
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委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　広島市安佐南区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法第８６条の４第６項の規定による届出が

あった場合は，次のとおり改めて行います。

　　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　　広島市安佐南区役所　４階　講堂

　　日　時　　令和３年１１月１１日　午後５時５０分



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第４４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票に関

し，候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補

者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行う場所及び日

時を，次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき，及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　　広島市安佐南区役所　４階　講堂

　　日　時　　令和３年１１月１１日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後，同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市安佐南区伴東六丁目１番１号

　　　　　　　　広島市立沼田高等学校　体育館

　　日　時　　令和３年１１月１４日　午後８時３０分



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ６ 日　

　令和３年９月１日付け広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１

７号で告示した，選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を変更

し，次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和３年１０月７日から同年１１月１４日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは，令和３

年１１月１５日から行う。



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　令和３年１０月３１日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

におけるポスター掲示場を，公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１４４条の２第１項の規定により，別紙のとおり設置し

ました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より，別紙の場所に設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により，次のとおり設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２２号　

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市安佐北区役
所
１階　第一会議室

広島市安佐北区可部
四丁目１３番１３号

令和３年１０月２０
日から
令和３年１０月３０
日まで

広島市安佐北区役
所
白木出張所

広島市安佐北区白木
町大字秋山２３９１
番地の４

令和３年１０月２０
日から
令和３年１０月３０
日まで

広島市安佐北区役
所
高陽出張所

広島市安佐北区深川
五丁目１３番７号

令和３年１０月２０
日から
令和３年１０月３０
日まで

広島市安佐北区役
所
安佐出張所仮設投
票所

広島市安佐北区安佐
町大字飯室３０５２
番地の１

令和３年１０月２０
日から
令和３年１０月３０
日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和３年１０月２８
日から
令和３年１０月３０
日まで
午前１０時から午後
８時
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令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙において，在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指

定期日前投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４９条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８

条の２第１項の規定により，次のとおり指定します。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令 

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，別紙

のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，

別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項

の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　広島市安佐北区役所　４階　講堂

指定期日前投票所
開設場所

所在地

広島市安佐北区役所
１階　第一会議室

広島市安佐北区可部四丁目１３番１３
号

２　日　時　　令和３年１０月１９日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法第８６条第８項の規定による届出があった

場合は，次のとおり改めて行う。

１　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　広島市安佐北区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後６時１０分



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における開票の

場所及び日時を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により，次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　場　所　　広島市安佐北区三入東一丁目１４番１号

　　　　　　　広島市立広島中等教育学校　体育館

２　日　時　　令和３年１０月３１日　午後９時２０分開始



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により，別紙のとおり選

任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける開票に関し，候補者から届出のあった開票立会人となるべき

者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体

に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行

う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき，及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出に係るものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　　広島市安佐北区役所　４階　講堂

　　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時５０分

２　前項により開票立会人が定まった後，同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と
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なったときのくじ

　　場　所　　広島市安佐北三入東一丁目１４番１号

　　　　　　　　広島市立広島中等教育学校　体育館

　　日　時　　令和３年１０月３１日　午後８時３０分



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける開票に関し，名簿届出政党等から届出のあった開票立会人と

なるべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を，

次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　広島市安佐北区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後６時



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第３０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の最高裁判所裁判官国民審査におけ

る審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を，最高裁判

所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第５２条の規

定により，次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

　掲示を行う場所　　各投票所の入口



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第３１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における安佐北

区役所高陽出張所期日前投票所の投票管理者が辞任に伴い，新た

に選任する必要が生じたため，公職選挙法（昭和２５年法律第１

００号）第３７条第２項の規定により，別紙のとおり選任しまし 

た。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第３２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日　

　令和３年１１月１４日執行予定の広島県知事選挙におけるポス

ター掲示場を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４

４条の２第１項の規定により，別紙のとおり設置しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委員長　　大　本　和　則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第３３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における投票所

を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より，別紙の場所に設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第３４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における期日前投

票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２

第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定に

より，次のとおり設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第３５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における投票区の

投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２

５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令（昭

和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，別紙のと

おり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市安佐北区役
所
１階　第一会議室

広島市安佐北区可部
四丁目１３番１３号

令和３年１０月２９
日から
令和３年１１月１３
日まで

広島市安佐北区役
所
白木出張所

広島市安佐北区白木
町大字秋山２３９１
番地の４

令和３年１０月２９
日から
令和３年１１月１３
日まで

広島市安佐北区役
所
高陽出張所

広島市安佐北区深川
五丁目１３番７号

令和３年１０月２９
日から
令和３年１１月１３
日まで

広島市安佐北区役
所
安佐出張所仮設投
票所

広島市安佐北区安佐
町大字飯室３０５２
番地の１

令和３年１０月２９
日から
令和３年１１月１３
日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和３年１１月１１
日から
令和３年１１月１３
日まで
午前１０時から午後
８時



第１０９８号　―５３―令和３年１１月３０日 広 島 市 報

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第３６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における期日前投

票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法 

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，

別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第３７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規定による

投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行

う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　広島市安佐北区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法第８６条の４第６項の規定による届出が

あった場合は，次のとおり改めて行う。

１　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　広島市安佐北区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和３年１１月１１日　午後５時５０分



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第３８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票の場

所及び日時を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６３

条及び第６５条の規定により，次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　場　所　　広島市安佐北区三入東一丁目１４番１号

　　　　　　　広島市立広島中等教育学校　体育館

２　日　時　　令和３年１１月１４日　午後９時２０分開始



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第３９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票管理

者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２５年法律

第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年

政令第８９号）第６７条第１項の規定により，別紙のとおり選任

しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第４０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票に関

し，候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補

者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行う場所及び日

時を，次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき，及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出に係るものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　　広島市安佐北区役所　４階　講堂

　　日　時　　令和３年１１月１１日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後，同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市安佐北三入東一丁目１４番１号

　　　　　　　　広島市立広島中等教育学校　体育館

　　日　時　　令和３年１１月１４日　午後８時３０分



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第４１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い，新たに選任す

る必要が生じたため，公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９

号）第２４条第１項の規定により，別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ６ 日　

　令和３年９月１日付け広島市安芸区選挙管理委員会告示第１５

号で告示した，選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を変更 

し，次のとおり定めます。



―５４―　第１０９８号 令和３年１１月３０日広 島 市 報

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和３年１０月７日から同年１１月１４日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは，令和３

年１１月１５日から行う。



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　令和３年１０月３１日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

におけるポスター掲示場を，公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１４４条の２第１項の規定により，別紙のとおり設置し

ました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より，別紙の場所に設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により，次のとおり設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市安芸区役所
３階第１会議室

広島市安芸区船越南
三丁目４番３６号

令和３年１０月２０
日から
令和３年１０月３０
日まで

広島市安芸区役所
中野出張所

広島市安芸区中野三
丁目２０番９号

令和３年１０月２０
日から
令和３年１０月３０
日まで

広島市安芸区役所
阿戸出張所

広島市安芸区阿戸町
６２５７番地の２

令和３年１０月２０
日から
令和３年１０月３０
日まで



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙において，在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指

定期日前投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４９条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８

条の２第１項の規定により，次のとおり指定します。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令 

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，別紙

のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，

別紙のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２３号　

指定期日前投票所
開設場所

所在地

広島市安芸区役所
３階　第１会議室

広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

広島市安芸区役所
矢野出張所

広島市安芸区矢野東
五丁目７番１８号

令和３年１０月２０
日から
令和３年１０月３０
日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和３年１０月２８
日から
令和３年１０月３０
日まで
午前１０時から午後
８時



第１０９８号　―５５―令和３年１１月３０日 広 島 市 報

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項

の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

１　場　所　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　広島市安芸区役所　３階　第１会議室

２　日　時　　令和３年１０月１９日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法第８６条第８項の規定による届出があった

場合は，次のとおり改めて行います。

　　場　所　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　　広島市安芸区役所　３階　第５会議室

　　日　時　　令和３年１０月２８日　午後６時１０分



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における開票の

場所及び日時を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により，次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

１　場　所　　広島市安芸区矢野東二丁目１６番１号

　　　　　　　広島市立矢野中学校　体育館

２　日　時　　令和３年１０月３１日　午後９時２０分開始



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により，次のとおり選任

しました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

次のとおり　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける開票に関し，候補者からの届出のあった開票立会人となるべ

き者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団

体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを

行う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき，及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　　広島市安芸区役所　３階　第５会議室

　　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時５０分

２　前項により開票立会人が定まった後，同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市安芸区矢野東二丁目１６番１号

　　　　　　　　広島市立矢野中学校　体育館

　　日　時　　令和３年１０月３１日　午後８時３０分



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける開票に関し，名簿届出政党等から届出のあった開票立会人と

なるべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を，

次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

１　場　所　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　広島市安芸区役所　３階　第５会議室

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後６時



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の最高裁判所裁判官国民審査におけ

る審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を，最高裁判

所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第５２条の規

定により，次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

　掲示を行う場所　　各投票所の入口



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日　

　令和３年１１月１４日執行予定の広島県知事選挙におけるポス

ター掲示場を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４

４条の２第１項の規定により，別紙のとおり設置しました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

別紙　略



―５６―　第１０９８号 令和３年１１月３０日広 島 市 報



広島市安芸区選挙管理委員会告示第３０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における投票所

を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より，別紙の場所に設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第３１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における期日前投

票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２

第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定に

より，次のとおり設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　



広島市安芸区選挙管理委員会告示第３２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における投票区の

投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２

５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令（昭

和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，別紙のと

おり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市安芸区役所
３階第１会議室

広島市安芸区船越南
三丁目４番３６号

令和３年１０月２９
日から
令和３年１１月１３
日まで

広島市安芸区役所
中野出張所

広島市安芸区中野三
丁目２０番９号

令和３年１０月２９
日から
令和３年１１月１３
日まで

広島市安芸区役所
阿戸出張所

広島市安芸区阿戸町
６２５７番地の２

令和３年１０月２９
日から
令和３年１１月１３
日まで

広島市安芸区役所
矢野出張所

広島市安芸区矢野東
五丁目７番１８号

令和３年１０月２９
日から
令和３年１１月１３
日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和３年１１月１１
日から
令和３年１１月１３
日まで
午前１０時から午後
８時

.委員長　　粟　井　良　祐　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第３３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における期日前投

票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法 

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，

別紙のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第３４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規定による

投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行

う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

１　場　所　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　広島市安芸区役所　３階　第５会議室

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法第８６条の４第６項の規定による届出が

あった場合は，次のとおり改めて行います。

　　場　所　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　　広島市安芸区役所　３階　第５会議室

　　日　時　　令和３年１１月１１日　午後５時４０分



広島市安芸区選挙管理委員会告示第３５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票の場

所及び日時を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６３

条及び第６５条の規定により，次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

１　場　所　　広島市安芸区矢野東二丁目１６番１号

　　　　　　　広島市立矢野中学校　体育館

２　日　時　　令和３年１１月１４日　午後９時２０分開始



広島市安芸区選挙管理委員会告示第３６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票管理
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者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２５年法律

第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年

政令第８９号）第６７条第１項の規定により，次のとおり選任し

ました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

次のとおり　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第３７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票に関

し，候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補

者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行う場所及び日

時を，次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき，及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　　広島市安芸区役所　３階　第５会議室

　　日　時　　令和３年１１月１１日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後，同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市安芸区矢野東二丁目１６番１号

　　　　　　　　広島市立矢野中学校　体育館

　　日　時　　令和３年１１月１４日　午後８時３０分



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ６ 日　

　令和３年９月１日付け広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１７

号で告示した，選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を変更 

し，次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和３年１０月７日から同年１１月１４日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは，令和３

年１１月１５日から行う。



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　令和３年１０月３１日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

におけるポスター掲示揚を，公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１４４条の２第１項の規定により，別紙のとおり設置し

ました。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第２０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より，別紙の場所に設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第２１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により，次のとおり設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第２２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙において，在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる期

日前投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４９

条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８条の

２第１項の規定により，次のとおり指定します。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市佐伯区役所
３階３０２会議室

広島市佐伯区海老園
二丁目５番２８号

令和３年１０月２０
日から
令和３年１０月３０
日まで

広島市佐伯区役所
湯来出張所

広島市佐伯区湯来町
大字和田１６６番地

令和３年１０月２０
日から
令和３年１０月３０
日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和３年１０月２８
日から
令和３年１０月３０
日まで
午前１０時から午後
８時
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第２３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を閉じる時刻を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

０条第１項ただし書の規定により，次のとおり繰り上げます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第２４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令 

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，別紙

のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第２５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，

別紙のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第２６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項

の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

投票区 投票所施設名 投票所を閉じる時刻

第二十一投票区 白川集会所 午後６時００分

上多田投票区 みどり会館 午後６時００分

委員長　　久　笠　信　雄　

１　場　所　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　　　　　広島市佐伯区役所　三階　応接会議室

２　日　時　　令和３年１０月１９日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法第８６条第８項の規定による届出があった

場合は，次のとおり改めて行います。

　　場　所　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　　　　　　広島市佐伯区役所　三階　応接会議室

　　日　時　　令和３年１０月２８日　午後６時１０分



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第２７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における開票の

場所及び日時を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により，次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　開票の場所　　広島市佐伯区五日市中央六丁目４番１号

　　　　　　　　　広島市立五日市中学校　体育館

２　開票の日時　　令和３年１０月３１日　午後９時２０分開始



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第２８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び同法施行令（昭和２５年政令

第８９号）第６７条第１項の規定により，次のとおり選任しまし 

た。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

次のとおり　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第２９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける開票に関し，候補者から届出のあった開票立会人となるべき

者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体

に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行

う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき，及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

期日前投票所
開設場所

所在地

広島市佐伯区役所
３階３０２会議室

広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号
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　　　　　　　　広島市佐伯区役所　三階　応接会議室

　　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時５０分

２　前項により開票立会人が定まった後，同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市佐伯区五日市中央六丁目４番１号

　　　　　　　　広島市立五日市中学校　体育館

　　日　時　　令和３年１０月３１日　午後８時３０分



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第３０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける開票に関し，名簿届出政党等から届出のあった開票立会人と

なるべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を，

次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　場　所　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　　　　　広島市佐伯区役所　三階　応接会議室

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後６時



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第３１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の最高裁判所裁判官国民審査におけ

る審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を，最高裁判

所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第５２条の規

定により，次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

　掲示を行う場所　　別紙のとおり

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第３２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日　

　令和３年１１月１４日執行予定の広島県知事選挙におけるポス

ター掲示場を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４

４条の２第１項の規定により，別紙のとおり設置しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第３３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における期日前投

票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２

第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定に

より，次のとおり設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第３４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における投票所を

閉じる時刻を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４０

条第１項ただし書の規定により，次のとおり繰り上げます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第３５号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における投票区の

投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２

５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令（昭

和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，別紙のと

おり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第３６号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における期日前投

票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法 

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，

別紙のとおり選任しました。

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市佐伯区役所
３階３０２会議室

広島市佐伯区海老園
二丁目５番２８号

令和３年１０月２９
日から
令和３年１１月１３
日まで

広島市佐伯区役所
湯来出張所

広島市佐伯区湯来町
大字和田１６６番地

令和３年１０月２９
日から
令和３年１１月１３
日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和３年１１月１１
日から
令和３年１１月１３
日まで
午前１０時から午後
８時

投票区 投票所施設名 投票所を閉じる時刻

第二十一投票区 白川集会所 午後６時００分

上多田投票区 みどり会館 午後６時００分
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広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第３７号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規定による

投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行

う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　場　所　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　　　　　広島市佐伯区役所　三階　応接会議室

２　日　時　　令和３年１０月２８日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法第８６条の４第６項の規定による届出が

あった場合は，次のとおり改めて行います。

　　場　所　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　　　　　　広島市佐伯区役所　三階　応接会議室

　　日　時　　令和３年１１月１１日　午後５時４０分



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第３８号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票の場

所及び日時を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６３

条及び第６５条の規定により，次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　開票の場所　　広島市佐伯区五日市中央六丁目４番１号

　　　　　　　　　広島市立五日市中学校　体育館

２　開票の日時　　令和３年１１月１４日　午後９時２０分開始



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第３９号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票管理

者及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和２５年法律

第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年

政令第８９号）第６７条第１項の規定により，次のとおり選任し

ました。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

次のとおり　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第４０号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における開票に関

し，候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補

者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行う場所及び日

時を，次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき，及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　　　　　　広島市佐伯区役所　三階　応接会議室

　　日　時　　令和３年１１月１１日　午後５時５０分

２　前項により開票立会人が定まった後，同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市佐伯区五日市中央六丁目４番１号

　　　　　　　　広島市立五日市中学校　体育館

　　日　時　　令和３年１１月１４日　午後８時３０分



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第４１号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における投票所

を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より，別紙の場所に設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略

広島市中区選挙管理委員会委員長告示第２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における不在者

投票の投票記載場所を，次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

不在者投票の投票記載場所

　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　広島市中区役所　３階　第６会議室

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし，在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は次のとおりとする。

　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　広島市中区役所　３階　第６会議室

区選管委員長告示
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広島市中区選挙管理委員会委員長告示第３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における不在者投

票の投票記載場所を，次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

不在者投票の投票記載場所

　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　広島市中区役所　３階　第６会議室

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場



広島市東区選挙管理委員会委員長告示第２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における不在者

投票の投票記載場所を，次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

不在者投票の投票記載場所

　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　広島市東区役所　３階　第４・第５会議室

　広島市東区温品五丁目１番１８号

　広島市東区役所　温品出張所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし，在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は，次のとおりとする。

　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　広島市東区役所　３階　第４・第５会議室



広島市東区選挙管理委員会委員長告示第３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における不在者投

票の投票記載場所を，次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

不在者投票の投票記載場所

　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　広島市東区役所　３階　第４・第５会議室

　広島市東区温品五丁目１番１８号

　広島市東区役所　温品出張所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場



広島市南区選挙管理委員会委員長告示第２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における不在者

投票の投票記載場所を，次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

不在者投票の投票記載場所

　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　広島市南区役所　４階　４－１，４－２，４－３会議室

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし，在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は次のとおりとする。

　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　広島市南区役所　４階　４－１，４－２，４－３会議室



広島市南区選挙管理委員会委員長告示第３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における不在者投

票の投票記載場所を，次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　今　井　　　光　

不在者投票の投票記載場所

　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　広島市南区役所　４階　４－１，４－２，４－３会議室

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場



広島市西区選挙管理委員会委員長告示第２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における不在者

投票の投票記載場所を，次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

不在者投票の投票記載場所

　広島市西区福島町二丁目２番１号

　広島市西区役所　２階　第１会議室

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし，在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は次のとおりとする。

　広島市西区福島町二丁目２番１号

　広島市西区役所　２階　第１会議室



広島市西区選挙管理委員会委員長告示第３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における不在者投
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票の投票記載場所を，次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

不在者投票の投票記載場所

　広島市西区福島町二丁目２番１号

　広島市西区役所　２階　第１会議室

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場



広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における不在者

投票の投票記載場所を，次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

不在者投票の投票記載場所

　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　広島市安佐南区役所　１階　第２会議室

　広島市安佐南区緑井六丁目２９番２８号

　広島市安佐南区役所　佐東出張所

　広島市安佐南区園二丁目４８番７号

　広島市安佐南区役所　園出張所

　広島市安佐南区伴東七丁目６４番８号

　広島市安佐南区役所　沼田出張所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし，在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は次のとおりとする。

　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　広島市安佐南区役所　１階　第２会議室



広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第４号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における不在者投

票の投票記載場所を，次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

不在者投票の投票記載場所

　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　広島市安佐南区役所　１階　第２会議室

　広島市安佐南区緑井六丁目２９番２８号

　広島市安佐南区役所　佐東出張所

　広島市安佐南区園二丁目４８番７号

　広島市安佐南区役所　園出張所

　広島市安佐南区伴東七丁目６４番８号

　広島市安佐南区役所　沼田出張所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場



広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における不在者

投票の投票記載場所を，次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

不在者投票の投票記載場所

　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　広島市安佐北区役所　１階　第一会議室

　広島市安佐北区白木町大字秋山２３９１番地の４

　広島市安佐北区役所白木出張所

　広島市安佐北区深川五丁目１３番７号

　広島市安佐北区役所高陽出張所

　広島市安佐北区安佐町大字飯室３０５２番地の１

　広島市安佐北区役所安佐出張所仮設投票所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし，在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は次のとおりとする。

　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　広島市安佐北区役所　１階　第一会議室



広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における不在者投

票の投票記載場所を，次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

不在者投票の投票記載場所

　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　広島市安佐北区役所　１階　第一会議室

　広島市安佐北区白木町大字秋山２３９１番地の４

　広島市安佐北区役所白木出張所

　広島市安佐北区深川五丁目１３番７号

　広島市安佐北区役所高陽出張所

　広島市安佐北区安佐町大字飯室３０５２番地の１

　広島市安佐北区役所安佐出張所仮設投票所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場



広島市安芸区選挙管理委員会委員長告示第２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における不在者

投票の投票記載場所を，次のとおり定めます。
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広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

不在者投票の投票記載場所

　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　広島市安芸区役所　３階　第１会議室

　広島市安芸区中野三丁目２０番９号

　広島市安芸区役所中野出張所

　広島市安芸区阿戸町６２５７番地の２

　広島市安芸区役所阿戸出張所

　広島市安芸区矢野東五丁目７番１８号

　広島市安芸区役所矢野出張所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広揚

　ただし，在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は，次のとおりとします。

　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　広島市安芸区役所　３階　第１会議室



広島市安芸区選挙管理委員会委員長告示第３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における不在者投

票の投票記載場所を，次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

不在者投票の投票記載場所

　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　広島市安芸区役所　３階　第１会議室

　広島市安芸区中野三丁目２０番９号

　広島市安芸区役所中野出張所

　広島市安芸区阿戸町６２５７番地の２

　広島市安芸区役所阿戸出張所

　広島市安芸区矢野東五丁目７番１８号

　広島市安芸区役所矢野出張所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場



広島市佐伯区選挙管理委員会委員長告示第２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日　

　令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙における不在者

投票の投票記載場所を，次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

不在者投票の投票記載場所

　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　広島市佐伯区役所　３階　３０２会議室

　広島市佐伯区湯来町大字和田１６６番地

　広島市佐伯区役所湯来出張所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし，在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は，次のとおりとします。

　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　広島市佐伯区役所　３階　３０２会議室



広島市佐伯区選挙管理委員会委員長告示第３号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　令和３年１１月１４日執行の広島県知事選挙における不在者投

票の投票記載場所を，次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

不在者投票の投票記載場所

　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　広島市佐伯区役所　３階　３０２会議室

　広島市佐伯区湯来町大字和田１６６番地

　広島市佐伯区役所湯来出張所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

広島市教育委員会告示第２２号　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ １ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　日　時　　令和３年１０月２９日（金）　午前９時３０分

２　場　所　　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　令和３年度全国学力・学習状況調査の結果について（報 

告）

教育委員会告示




